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令和6年中の不服申立て及び行政事件訴訟の統計について、別紙のとおり報告します。
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令和6年中の不畷申立て受理・処理結果

前年から
の繰越

次年への
繰越

処，分内容区分 受理 処理

P

運転免許取消(拒否)処分 21 27 29 19

運転免許効力停止(保留)処分 5 6 10 1

運転免許証更新･交付処分 19 45 44 20

放渥違反金納付命令処分等 20 35 45 10審査請求

情報公開 29 7 10 26

個人情報 18 1］ 4 25、

■ ■

その他 61 7 2

小 計 113 138 148 103

■

ヴ

刑事収容施設法関係 0 0 0 0

、

灘鍵蕊灘|灘窺灘蕊鶴灘
※審査請求のその他(受理)欄の内訳は､警務部長注意等(不適法)1件､銃砲所持許可申請不許可決定1件､暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく中止命令2件､自動車の保管場所証明書の交付申請(不適法)1件､ス
トーカー規制法に基づく禁止命令1件､､点数付加1件の計7件である。

＜参考＞

1令和6年中の受理件数は138件で､前年比36件の減少であった。
2令和6年中の処理件数は148件で､前年比40件の減少であった。
なお､令和6年中の処理件数の内訳は､棄却119件､却下9件､取下20件であった。

令和6年中の行政事件訴訟発生･終結結果

終結(判決結果等）

内訳

敗訴|願下|鰊
小

敗訴 取下 放棄

係属中

内訳

*

I

前年から
の係属

取扱総数発生区分

嚇’
計 小計
道交法 その他

L_ノ 第一審 0 10 2 1213 13 26 12 1 1 14

第二審 2 0 0 8 22 9 11 6 1 3

第三審 02 2 4 3 0 0 0 3 1 1
I D I
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※係属中案件のその他棚の内訳は､分限免職処分1件､裁決取消1件､情報公開1件及び給与支払1件の計4件である。

＜参考＞

令和6年中の発生件数は24件で､前年比3件の増加であった。
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